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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）唯一の織布の層が最上部層である織布の層と、
　（ｂ）一方向性布地の少なくとも１つの層と、
　から本質的になる複合材料積層体であって、
　前記複合材料積層体は、０．１ｍｍ～２ｍｍの総厚さを有し、
　前記織布（ａ）は、ポリ（ｐ－フェニレンテレフタルアミド）ホモポリマー、ポリ（ｐ
－フェニレンテレフタルアミド）コポリマー、ポリ（ｍ－フェニレンイソフタルアミド）
ホモポリマー、ポリ（ｍ－フェニレンイソフタルアミド）コポリマー、ポリスルホンアミ
ドホモポリマー、ポリスルホンアミドコポリマー、及びそれらの混合物から生成される繊
維を含み、
　前記一方向性布地（ｂ）は、ポリ（ｐ－フェニレンテレフタルアミド）ホモポリマー又
はポリ（ｐ－フェニレンテレフタルアミド）コポリマーから生成される高弾性率繊維を含
み、前記繊維は、少なくとも１００ＧＰａの引張り弾性率を有し、
　前記織布（ａ）及び前記一方向性布地（ｂ）は、それぞれ独立して、エポキシ、ポリイ
ミド、及びそれらの混合物から選択される熱硬化性樹脂を含む、複合材料積層体。
【請求項２】
　携帯電子機器のためのハウジング又は保護カバーである、請求項１に記載の複合材料積
層体を含む物品。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高い曲げ弾性率を有する複合材料積層体、及び、携帯電子機器のためのハウ
ジング又は保護カバーにおける有用性を有するこれから作製された物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　繊維強化複合材料は、当技術分野において周知であり、例えば、Ｋｉｒｋ－Ｏｔｈｍｅ
ｒ　Ｅｎｃｙ．Ｃｈｅｍ．，Ｔｅｃｈ．－Ｓｕｐｐ．，Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅｓ，Ｈｉｇｈ
　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ，ｐｐ．２６０－２８１（Ｊ．Ｗｉｌｅｙ＆Ｓｏｎｓ　１９８
４）に記載されている。典型的には、複合材料は、熱硬化性樹脂又は熱可塑性樹脂（即ち
、マトリックス樹脂）に包埋された複数の強化繊維を含む。典型的には、繊維は、複合材
料に強度及び／又は剛性を与え、且つ、複合材料の主要な耐荷要素である。マトリックス
樹脂は、繊維配向及び間隔を維持し、剪断荷重を繊維に伝搬し、その結果、複合材料は、
屈曲及び圧縮に耐性であり、且つ、複合材料の最高使用温度を決定する。
【０００３】
　繊維強化複合材料において使用される繊維は、ともに撚られた繊維の織布又は不織布の
シートの形態で存在することができる。不織布のシートにおける繊維は、一方向に配向さ
れることができる、又は、ランダムな配向においてフェルトに成形されることができる。
一般的には、一方向性の布地は、構造を安定化するマトリックス樹脂を含む。本発明の目
的上、マトリックス樹脂で予備含浸された繊維から作製され、且つ、物品を形成するのに
有用である１つ以上の繊維状層は、「プリプレグ」と称される。プリプレグの通常形態と
しては、含浸された織布、フェルトマット、並びに一方向性布地が挙げられる。
【０００４】
　米国特許出願公開第２００９／０２２９７４８Ａ１号明細書では、複合材料繊維部材を
作製するプロセスを開示している。複合材料繊維部材は、マトリックス樹脂で予備含浸さ
れた繊維含有層と、互いに交互に堆積されている乾燥繊維含有層と、を含む。繊維含有層
は、製織された構造、敷設された構造の１つ以上の層、又は、１つ以上の一方向性繊維層
からなることができる。乾燥した及び予備含浸された層のための繊維材料は、ガラス繊維
、炭素繊維、アラミド繊維、又はそれらの組合せであることができる。更に、使用される
マトリックス樹脂は、熱硬化性樹脂又は熱可塑性物質に基づくことができる。
【０００５】
　米国特許出願公開第２００５／０１５３０９８Ａ１号明細書では、マトリックス樹脂に
おける一方向性繊維の２つ以上の積層体を含む複合型積層体を開示しており、それぞれの
上記積層体は、高分子量ポリエチレン、ポリアラミド、コポリアラミド、ＰＢＯ、ＰＢＴ
、ポリアミド、ポリエステル、及びセラミック繊維からなる群から選択される異なる組成
の２つ以上の繊維からなる。
【０００６】
　国際公開第９１／１９７５５Ａ１号パンフレットでは、エポキシ樹脂とフェノール樹脂
の混合物で含浸された、ガラス繊維、炭素繊維、アラミド繊維などの一方向性繊維を含む
プリプレグを開示している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前述で引用された積層体構造はそれぞれ、それらが目指す目的への前進を表した。しか
しながら、本発明の複合材料積層体の特定の構造を記載したものはなく、且つ、本発明に
よって満たされる性能要求のすべてを満足させるものはなかった。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、
　（ａ）上部層である織布の層と、
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　（ｂ）一方向性布地の少なくとも１つの層と、
　から本質的になる複合材料積層体を提供し、
　複合材料積層体は、０．１ｍｍ～２ｍｍの総厚さを有し、
　織布（ａ）は、ポリ（ｐ－フェニレンテレフタルアミド）ホモポリマー、ポリ（ｐ－フ
ェニレンテレフタルアミド）コポリマー、ポリ（ｍ－フェニレンイソフタルアミド）ホモ
ポリマー、ポリ（ｍ－フェニレンイソフタルアミド）コポリマー、ポリスルホンアミドホ
モポリマー、ポリスルホンアミドコポリマー、及びそれらの混合物から生成される繊維を
含み、
　一方向性布地（ｂ）は、ポリ（ｐ－フェニレンテレフタルアミド）ホモポリマー又はポ
リ（ｐ－フェニレンテレフタルアミド）コポリマーから生成される高弾性率繊維を含み、
繊維は、少なくとも１００ＧＰａの引張り弾性率を有し、
　織布（ａ）及び一方向性布地（ｂ）は、それぞれ独立して、エポキシ、ポリイミド、及
びそれらの混合物から選択される熱硬化性樹脂を含む。
【０００９】
　また、本発明は、本発明の複合材料積層体を含む物品を提供し、この場合に、物品は、
携帯電子機器のためのハウジング又は保護カバーである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本複合材料積層体１００の一実施形態の拡大した斜視図を示し、この積層体は、
織布層１０及び２－プライの一方向性布地１１及び１２の２つの層の層構造を有し、それ
ぞれの一方向性プライの繊維配向は、複合材料積層体の縦軸（破線によって表される）に
対して［９０／０：９０／０］である。
【図２】本複合材料積層体２００の別の実施形態の拡大した斜視図を示し、この積層体は
、製織された層２０及び２－プライの一方向性織布２１、２２、２３、及び２４の４つの
層の層構造を有し、それぞれの一方向性プライの繊維配向は、複合材料積層体の縦軸（破
線によって表される）に対して［０／９０：９０／０：０／９０：９０／０］である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本明細書において言及されるすべての刊行物、特許出願、特許、及びその他の参考文献
は、特に示されない限り、完全に説明したかのように、その全体が参照により本明細書に
明確に組み込まれている。
【００１２】
　特に定義しない限り、本明細書において使用されるすべての技術用語及び科学用語は、
本発明が属する技術分野の当業者によって一般に理解されている意味と同じ意味を有する
。矛盾が生じる場合には、定義を含めて本明細書に従うものとする。
【００１３】
　特に明記しない限り、すべてのパーセンテージ、部、比等は、重量によるものである。
【００１４】
　本明細書において使用される場合、「から生成される」という用語は、「含む」と同義
である。本明細書において使用される場合、「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」、「含む（
ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「包含する（ｉｎｃｌｕｄｅｓ）」、「包含する（ｉｎｃｌ
ｕｄｉｎｇ）」、「有する（ｈａｓ）」、「有する（ｈａｖｉｎｇ）」、「含有する（ｃ
ｏｎｔａｉｎｓ）」、又は「含有する（ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ）」という用語、或いはそ
れらのその他のいかなる変形も、非排他的な包含を網羅することを意図している。例えば
、要素の一覧を含む組成物、プロセス、方法、物品、又は装置は、必ずしもそれら要素の
みに限定されず、明確には列挙されていないその他の要素、又はそのような組成物、プロ
セス、方法、物品、又は装置に固有のその他の要素を包含できる。
【００１５】
　「からなる」という移行句は、特定されていないあらゆる要素、工程、又は成分を排除
する。特許請求の範囲にある場合、こうした句は、通常それらと関連する不純物を除く列
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挙されたもの以外の材料の包含に対する特許請求の範囲をクローズする（ｃｌｏｓｅ）で
あろう。「からなる」という句が、プリアンブル（ｐｒｅａｍｂｌｅ）に直ちに続くので
はなく、請求項のボディ（ｂｏｄｙ）の条項に現れる場合、その条項に記載された要素の
みを限定し、その他の要素は、総じて請求項から除外されない。
【００１６】
　「から本質的になる」という移行句は、文字通り記載されたものに加えて、材料、工程
、特徴、部材、又は要素を包含する、組成、方法、又は装置を定義するために使用され、
但し、これらの更なる材料、工程、特徴、部材、又は要素が、特許請求される本発明の基
本的な及び新規性のある特徴（複数可）に実質的に影響しないという条件である。「から
本質的になる」という用語は、「含む」と「からなる」の間の中間の立場をとる。
【００１７】
　「含む」という用語は、「から本質的になる」及び「からなる」という用語によって網
羅される実施形態を包含することを意図する。同様に、「から本質的になる」という用語
は、「からなる」という用語によって網羅される実施形態を包含することを意図する。
【００１８】
　量、濃度、或いはその他の値又はパラメーターが、範囲、好ましい範囲、又は好ましい
値より高い値及び好ましい値より低い値の一覧として示される場合、これは、範囲を別個
に開示しているか否かに関わらず、任意の上限範囲又は好ましい値、及び任意の下限範囲
又は好ましい値の任意の対から形成されたすべての範囲を具体的に開示していると理解さ
れたい。例えば、「１～５」の範囲が列挙される場合、列挙された範囲は、「１～４」、
「１～３」、「１～２」、「１～２及び４～５」、「１～３及び５」などの範囲を包含す
るものとして解釈されなければならない。ある範囲の数値が本明細書において列挙される
場合、特に明記しない限り、その範囲は、その終点、並びにその範囲内のすべての整数及
び分数を包含することを意図している。
【００１９】
　「約」という用語が、値又は範囲の終点を記載する際に使用される場合、本開示は、言
及される特定の値又は終点を包含することが理解されなければならない。
【００２０】
　更に、反対の意味で明記されない限り、「又は」は、包含的な「又は」を意味するので
あって、排他的な「又は」を意味するのではない。例えば、条件Ａ「又は」Ｂが満たされ
るのは、Ａが真であり（又は存在し）Ｂが偽である（又は存在しない）、Ａが偽であり（
又は存在せず）Ｂが真である（又は存在する）、並びにＡ及びＢの両方が真である（又は
存在する）のいずれか１つによってである。
【００２１】
　「モル（ｍｏｌ）％」又は「モル（ｍｏｌｅ）％」は、モルパーセントを意味する。
【００２２】
　本発明を記載及び／又は特許請求することにおいて、「ホモポリマー」という用語は、
繰り返し単位の１つの種の重合から誘導されるポリマーを意味する。例えば、「ポリ（ｐ
－フェニレンテレフタルアミド）ホモポリマー」という用語は、ｐ－フェニレンテレフタ
ルアミドの繰り返し単位の１つの種から本質的になるポリマーを意味する。
【００２３】
　本明細書において使用される場合、「コポリマー」という用語は、２つ以上のコモノマ
ーの共重合から得られる共重合ユニットを含むポリマーを意味する。「ジポリマー」は、
２つのコモノマ－由来単位から本質的になるポリマーを意味し、且つ、「ターポリマー」
は、３つのコモノマ－由来単位から本質的になるコポリマーを意味する。
【００２４】
　本明細書において使用される場合、「繊維」という用語は、少なくとも１０より大きい
長さに対して垂直な断面積の幅に対する長さの比を有する比較的可撓性で細長い物体とし
て定義される。繊維断面は、円形、平面、又は楕円形などの任意の形状であることができ
るが、典型的には円形である。繊維断面は、中身の詰まった個体、又は中空であることが
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できるが、好ましくは中身の詰まった個体である。単一繊維は、１つのフィラメントのみ
から、又は、複数のフィラメントから形成されることができる。１つのフィラメントのみ
から形成される繊維は、本明細書において、「単一フィラメント」繊維、又は「モノフィ
ラメント」繊維と称され、且つ、複数のフィラメントから形成される繊維は、本明細書に
おいて、「マルチフィラメント」繊維と称される。本明細書において使用される場合、「
糸条」という用語は、撚られないことができる（即ち、偏平糸条）、又は撚られることが
できる複数の繊維からなる単一ストランドとして定義される。「糸条」という用語は、「
繊維」という用語と相互に交換して使用される。
【００２５】
　通常、繊維の直径は、「デニール」又は「ｄｔｅｘ」と称される線密度として特徴付け
られ、「デニール」は、９０００メートルの繊維のグラム重量であり、且つ、「ｄｔｅｘ
」は、１０，０００メートルの繊維のグラム重量である。
【００２６】
　本明細書において使用される場合、一般的に、「層」は、繊維の平面配置を表し、これ
は、フェルト、マット、及びその他の構造を含む、織布、一方向性布地の複数のプライ、
又は複数のランダムに配向した繊維から形成された任意のその他の布地構造を含むことが
できる。
【００２７】
　当技術分野において従来知られているように、一方向性配向繊維の「シングルプライ」
は、繊維の、実質的に平行な、一方向性の、並んでいる配列において整列される、一般的
に重なり合っていない、同一平面上の繊維の配置を含む。また、このタイプの繊維配置は
、「一方向性テープ」、「ＵＤ」、又は「ＵＤＴ」として当技術分野において公知である
。本明細書において使用される場合、「配列」は、織布を除く繊維又は糸条の規則正しい
配置を表し、且つ、「平行配列」は、繊維又は糸条の規則正しい平行した配置を表す。「
配向繊維」に関して使用される場合、「配向」という用語は、繊維の伸張とは対照的に繊
維の整列を意味する。
【００２８】
　本明細書において使用される場合、「：」は、製織されている又は一方向性である布地
構造に関係なく、それぞれの布地層を分けることを意味し、一方、「／」は、一方向性布
地層のそれぞれのプライを分けることを意味する。
【００２９】
　課題を解決するための手段（Ｓｕｍｍａｒｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｉｎｖｅｎｔｉｏｎ）に
記載の、本発明の実施形態は、本明細書において記載の任意のその他の実施形態を包含し
、任意の様式において組み合わされることができ、且つ、実施形態における変数の記載は
、本発明の複合材料積層体に関するだけでなく、これから作製された物品にも関する。
【００３０】
　本発明は、以下、本明細書において詳細に記載される。
【００３１】
アラミド繊維
　本発明においては、織布（ａ）及び一方向性布地（ｂ）において使用されるのに適切な
繊維は、芳香族ポリアミド（「アラミド」とも略記される）繊維である。アラミド繊維は
、アラミド分子の構造に起因する、耐熱性、耐化学薬品性、及び難燃特性を有する。アラ
ミドは、アミド（－ＣＯ－ＮＨ－）結合の少なくとも８５％が２つの芳香環に直接結合し
ていることを含む。
【００３２】
　好ましくは、織布（ａ）は、ポリ（ｐ－フェニレンテレフタルアミド）ホモポリマー、
ポリ（ｐ－フェニレンテレフタルアミド）コポリマー、ポリ（ｍ－フェニレンイソフタル
アミド）ホモポリマー、ポリ（ｍ－フェニレンイソフタルアミド）コポリマー、ポリスル
ホンアミドホモポリマー、ポリスルホンアミドコポリマー、及びそれらの混合物からなる
群から生成される繊維を含む。好ましくは、一方向性布地（ｂ）は、ポリ（ｐ－フェニレ
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ンテレフタルアミド）ホモポリマー又はポリ（ｐ－フェニレンテレフタルアミド）コポリ
マーから生成される繊維を含む。
【００３３】
　ポリ（ｐ－フェニレンテレフタルアミド）ホモポリマーは、ｐ－フェニレンジアミン及
び塩化テレフタロイルの等モル重合から生成される。また、ポリ（ｐ－フェニレンテレフ
タルアミド）コポリマーは、ｐ－フェニレンジアミンと１０モル％と同量のその他のジア
ミンとの、及び、塩化テレフタロイルと１０モル％と同量のその他の二酸塩化物との組合
せから生成され、但し、その他のジアミン及びジアシル塩化物は、重合反応を妨げる反応
基を有しないという条件である。ｐ－フェニレンジアミン以外のジアミンの例としては、
これらに限定されるものではないが、ｍ－フェニレンジアミン又は３，４’－ジアミノジ
フェニルエーテルが挙げられる。塩化テレフタロイル以外のジアシル塩化物の例としては
、これらに限定されるものではないが、塩化イソフタロイル、塩化２，６－ナフタロイル
、塩化クロロテレフタロイル、又は塩化ジクロロテレフタロイルが挙げられる。
【００３４】
　本明細書において使用される場合、「ｐ－アラミド」という用語は、ポリ（ｐ－フェニ
レンテレフタルアミド）ホモポリマー及びポリ（ｐ－フェニレンテレフタルアミド）コポ
リマーを意味する。
【００３５】
　ポリ（ｍ－フェニレンイソフタルアミド）ホモポリマーは、ｍ－フェニレンジアミン及
び塩化イソフタロイルの等モル重合から生成される。また、ポリ（ｍ－フェニレンイソフ
タルアミド）コポリマーは、ｍ－フェニレンジアミンと１０モル％と同量のその他のジア
ミンとの、及び、塩化イソフタロイルと１０モル％と同量のその他の二酸塩化物との組合
せから生成され、但し、その他のジアミン及びジアシル塩化物は、重合反応を妨げる反応
基を有しないという条件である。ｍ－フェニレンジアミン以外のジアミンの例としては、
これらに限定されるものではないが、ｐ－フェニレンジアミン又は３、４’－ジアミノジ
フェニルエーテルが挙げられる。塩化イソフタロイル以外のジアシル塩化物の例としては
、これらに限定されるものではないが、塩化テレフタロイル、塩化２，６－ナフタロイル
、塩化クロロテレフタロイル、又は塩化ジクロロテレフタロイルが挙げられる。
【００３６】
　本明細書において使用される場合、「ｍ－アラミド」という用語は、ポリ（ｍ－フェニ
レンイソフタルアミド）ホモポリマー及びポリ（ｍ－フェニレンイソフタルアミド）コポ
リマーを意味する。
【００３７】
　ポリスルホンアミドホモポリマーは、４，４’－ジアミノジフェニルスルホン（ｐ－Ｄ
ＤＳ）又は３，３’－ジアミノジフェニルスルホン（ｍ－ＤＤＳ）などのジアミンと、塩
化テレフタロイル又は塩化イソフタロイルなどの塩化ジアシルの等モル重合から生成され
ることができる。
【００３８】
　ポリスルホンアミドコポリマーは、例えば、ｐ－ＤＤＳなどのスルホン含有ジアミンと
、塩化テレフタロイル及びその他のジアシル塩化物（例えば、塩化イソフタロイル）の混
合物から生成されるコポリマー、並びに、塩化テレフタロイルなどのジアシル塩化物と、
ｐ－ＤＤＳ、ｍ－ＤＤＳ、及び１０モル％と同量のその他のジアミン（例えば、ｐ－フェ
ニレンジアミン、又はｍ－フェニレンジアミン）などのスルホンジアミンの混合物から得
られるコポリマーを含む。
【００３９】
　好ましくは、ポリスルホンアミドコポリマーは、３：１：４のモル比のｐ－ＤＤＳ、ｍ
－ＤＤＳ、及び塩化テレフタロイルから誘導される。
【００４０】
　本明細書において使用される場合、「ＰＳＡ」という用語は、ポリスルホンアミドホモ
ポリマー及びポリスルホンアミドコポリマーを意味する。
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【００４１】
　前述のアラミドのポリマー又はコポリマーは、ポリマー又はコポリマーのための重合溶
媒又は別の溶媒におけるポリマー又はコポリマーの溶液を用いて、溶液紡糸を介して繊維
に紡糸されることができる。当技術分野において知られているように、繊維の紡糸は、乾
式紡糸、湿式紡糸、又は乾燥ジェット湿式紡糸（エアギャップ紡糸としても知られる）に
よって、多孔紡糸口金を介して実施されて、マルチフィラメント繊維を生成することがで
きる。次いで、従来の技術を使用して必要に応じて、紡糸後の繊維を処理して、繊維を中
和、洗浄、乾燥、又は熱処理して、安定且つ有用な繊維を作製することができる。例示的
な、乾式、湿式、及び乾燥ジェット湿式紡糸プロセスは、米国特許第３，０６３，９６６
号明細書、米国特許第３，２２７，７９３号明細書、米国特許第３，２８７，３２４号明
細書、米国特許第３，４１４，６４５号明細書、米国特許第３，８６９，４３０号明細書
、米国特許第３，８６９，４２９号明細書、米国特許第３，７６７，７５６号明細書、及
び米国特許第５，６６７，７４３号明細書に開示されている。
【００４２】
　アラミド繊維を生成する方法は、米国特許第４，１７２，９３８号明細書、米国特許第
３，８６９，４２９号明細書、米国特許第３，８１９，５８７号明細書、米国特許第３，
６７３，１４３号明細書、米国特許第３，３５４，１２７号明細書、及び米国特許第３，
０９４，５１１号明細書に開示されている。スルホンジアミンから誘導されるＰＳＡ繊維
又はコポリマーを作製する特定の方法は、中国特許出願公開第１３８９６０４Ａ号明細書
及び中国特許出願公開第１６３１９４１Ａ号明細書に開示されている。
【００４３】
　また、例えば、帝人株式会社（日本）のＫＯＮＥＸ（登録商標）、ＴＥＣＨＮＯＲＡ（
登録商標）、及びＴＷＡＲＯＮ（登録商標）、ユニチカ株式会社のＡＰＩＡＩＲＥ（登録
商標）、Ｅ．Ｉ．ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ＤｕＰｏｎｔ（米国）（以下、「ＤｕＰｏｎｔ
」と略記される）のＮＯＭＥＸ（登録商標）及びＫＥＶＬＡＲ（登録商標）、Ｋｏｌｏｎ
　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．（韓国）のＨＥＲＡＣＲＯＮ（登録商標）、ＪＳＣ　
Ｋａｍｅｎｓｋｖｏｌｏｋｎｏ（ロシア）のＳＶＭ（商標）及びＲＵＳＡＲ（商標）、Ｊ
ＳＣ　Ｔｖｅｒ’ｋｈｉｍｖｏｌｏｋｎｏ（ロシア）のＡＲＭＯＳ（商標）などの、アラ
ミド繊維が市販されている。ＰＳＡ繊維は、Ｓｈａｎｇｈａｉ　Ｔａｎｌｏｎ　Ｆｉｂｅ
ｒ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．（中国）のＴＡＮＬＯＮ（商標）として市販されている。しかしな
がら、アラミド繊維は、前述の製品に限定されない。
【００４４】
織布（ａ）
　より微細な繊維は、製造及び製織により費用がかかるが、単位重量当たりにおいてより
大きな効果を生むことができる。効果及び費用を考慮し、複数の繊維を含むそれぞれの糸
条は、約２００デニール（２２０ｄｔｅｘ）～約３，０００デニール（３３００ｄｔｅｘ
）、より好ましくは約４００デニール（４４０ｄｔｅｘ）～約２，４００デニール（２６
４０ｄｔｅｘ）、最も好ましくは約１，０００デニール（１１００ｄｔｅｘ）～約２，０
００デニール（２２００ｄｔｅｘ）の好ましい線密度を有する。
【００４５】
　本発明の織布（ａ）において使用される繊維又は糸条は、ＡＳＴＭ　Ｄ７２６９によっ
てそれぞれ測定された、約１０ｇ／デニール～約５０ｇ／デニールの引張り強さ、約１．
０％～約６％の破断伸び、及び約３４ＧＰａ（２７０ｇ／デニール）～約２５４ＧＰａ（
２０００ｇ／デニール）の弾性率を示す繊維であることができる。
【００４６】
　一般的に、織布は、機械方向において縦に走る複数の縦糸、及び縦糸に対して実質的に
垂直に走る複数の横糸を有する。例えば、平織、綾織、朱子織り、バスケット織などの、
織布の任意の織構造又はパターンを使用することができる。
【００４７】
　本発明に適切な織布には、織りのきつさに対して特定の要求はないが、繊維の損傷に結
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びつく極端にきつい織りは避ける。
【００４８】
　一般的に、含浸前の織布（ａ）の目付（又は面密度）は、約３０ｇ／ｍ2～約６６０ｇ
／ｍ2、好ましくは約６０ｇ／ｍ2～約４６０ｇ／ｍ2、更に好ましくは約９０ｇ／ｍ2～約
２６０ｇ／ｍ2の範囲である。
【００４９】
一方向性布地（ｂ）
　本発明においては、一方向性布地（ｂ）において使用されるのに適切な繊維は、ポリ（
ｐ－フェニレンテレフタルアミド）又はポリ（ｐ－フェニレンテレフタルアミド）コポリ
マーから生成される高弾性率繊維である。
【００５０】
　高弾性率繊維は、ＡＳＴＭ　Ｄ７２６９によってそれぞれ測定された、少なくとも約２
５００ＭＰａ（２０ｇ／デニール）の引張り強さ、少なくとも約１００ＧＰａ（７８７ｇ
／デニール）の引張り弾性率、及び約３％以下の伸びを有するものである。
【００５１】
　いくつかの実施形態においては、一方向性布地（ｂ）において使用される繊維は、少な
くとも約１００ＧＰａ、好ましくは少なくとも約１１０ＧＰａの引張り弾性率を有する。
【００５２】
　ＤｕＰｏｎｔのＫＥＶＬＡＲ（登録商標）Ｋ４９、帝人株式会社（日本）のＴＷＡＲＯ
Ｎ（登録商標）Ｄ２２００、Ｋｏｌｏｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．（韓国）のＨ
ＥＣＲＣＲＯＮ（登録商標）ＨＦ－３００、及びＨｙｓｕｎｇ　ｐｒｏｄｕｃｔ（韓国）
のＡＬＫＥＸ（登録商標）ＨＭなどの、適切な高弾性率ｐ－アラミド繊維が市販されてい
る。
【００５３】
　一般的に、一方向性布地は、一方向性及び平行配列に配置される複数の繊維又は糸条を
含み、これは、特定の距離で横切られる横糸線を有することができ、且つ、ここでは、繊
維又は糸条は、任意選択により、しかし、好ましくは、マトリックス樹脂で被覆されて構
造を安定させる。
【００５４】
　当技術分野において従来知られているように、１つのプライの繊維配列方向は、別のプ
ライの繊維配列方向に対して配向角度で回転するように、ＵＤ布地の個々のプライが、直
交に重ねられる（ｃｒｏｓｓｐｌｉｅｄ）場合、優れた機械的強度が実現される。例えば
、一般的に、層当たり２つのプライを有するＵＤ布地は、互いに対して垂直に配向された
２つのプライを有している、或いは、０°及び９０°の角度で直交に重ねられる。この配
置は、［０／９０］として表される。この慣例において、配向角度が「－」の符号を有す
る場合、配向角度は、負の度の単位にあり（即ち、反時計回り）、配向角度が「＋」の符
号を有する又は符号を有しない場合、配向角度は、正の度の単位にある（即ち、時計回り
）。更なる例としては、［０／９０／０］である配向角度を有する層当たり３つのプライ
のＵＤ布地、及び、［０／４５／９０／４５／０］又は［０／－２０／０／＋２０／９０
］である配向角度を有する層当たり５つのプライのＵＤ布地が挙げられる。こうした回転
された一方向性整列は、例えば、米国特許第４，４５７，９８５号明細書、米国特許第４
，７４８，０６４号明細書、米国特許第４，９１６，０００号明細書、米国特許第４，４
０３，０１２号明細書、米国特許第４，６２３，５７４号明細書、及び米国特許第４，７
３７，４０２号明細書に記載され、矛盾しない範囲でそのすべてが参照により本明細書に
組み込まれている。
【００５５】
　マルチ－プライＵＤ布地の配向角度は、ＵＤ布地の上部層の縦軸に全面的に関係する。
更に、当然ながら、特定の層におけるすべての繊維にとって、例えば、－２０°の正確な
配向を有することが技術的に可能ではないことから、すべてのこうした角度は概算である
。
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【００５６】
　本複合材料積層体に適切なＵＤ布地（ｂ）は、層当たり少なくとも２つのプライを含む
。一実施形態においては、ＵＤ布地（ｂ）は、層当たり２つのプライを含み、且つ、［０
／９０］である配向角度で直交に重ねられる。別の実施形態においては、ＵＤ布地（ｂ）
は、層当たり３つのプライを含み、且つ、［０／９０／０］である配向角度で直交に重ね
られる。
【００５７】
　一般的に、含浸前のＵＤ布地（ｂ）の層の目付は、約２０ｇ／ｍ2～約６６０ｇ／ｍ2、
好ましくは約５０ｇ／ｍ2～４００ｇ／ｍ2、より好ましくは約８０ｇ／ｍ2～約２００ｇ
／ｍ2の範囲である。
【００５８】
マトリックス樹脂及び用途
　適切な構造堅固性及び剛性性能を有する本発明の複合材料積層体を提供するために、織
布（ａ）及びＵＤ布地（ｂ）は、マトリックスとしての熱硬化性樹脂にそれぞれ独立して
包埋される。本発明の複合材料積層体の主要な用途は、携帯電子機器のためのハウジング
又は保護カバーであり、従って、堅固性及び剛性の優れた組合せが必要である（曲げ弾性
率によって特徴づけられるように）。また、マトリックスとしての高い引張り弾性率の樹
脂は、より高い堅固性複合材料を産生する際に役に立つことが知られている。
【００５９】
　本明細書において使用される場合、引張り弾性率という用語は、繊維に用いるＡＳＴＭ
　Ｄ７２６９によって、且つ、熱硬化性樹脂に用いるＡＳＴＭ　Ｄ６３８によって測定さ
れる弾性係数を意味する。
【００６０】
　本発明の目的上、高弾性率樹脂は、約４１．４ＭＰａ（６，０００ｐｓｉ）以上で測定
される引張り弾性率を有する。好ましくは、高弾性率樹脂は、約５５．２ＭＰａ（８，０
００ｐｓｉ）以上の引張り弾性率を有する。
【００６１】
　好ましくは、マトリックス樹脂は、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、及びそれらの混合
物からなる群から選択される。
【００６２】
　好ましい実施形態においては、熱硬化性樹脂は、フェノールグリシジルエーテル、芳香
族グリシジルエーテル、グリセロールポリグリシジルエーテル、グリシジルアミン、及び
環状脂肪族からなる群から選択されるエポキシ樹脂である。
【００６３】
　エポキシ樹脂の例としては、これらに限定されるものではないが、Ｈｕｎｔｓｍａｎ　
Ａｄｖａｎｃｅｄ　ＭａｔｅｒｉａｌｓのＡＲＡＬＤＩＴＥ（商標）ＭＹ－７２０、Ｙｕ
ｋａ　Ｓｈｅｌｌ　Ｅｐｏｘｙ　Ｃｏ．のＥＰＩＫＯＴＥ（商標）ＥＰ８１５、ＥＰ８２
８、ＥＰ８３４、及びＥＰ８０７、Ｍｉｔｓｕｉ　ＰｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌのＥＰＯ
ＭＩＫ（商標）Ｒ－７１０、ＤＩＣ株式会社（Ｄａｉｎｉｐｐｏｎ　Ｉｎｋ　ａｎｄ　Ｃ
ｈｅｍｉｃａｌｓ　Ｉｎｃ．）のＥＰＩＣＬＯＮ（商標）ＥＸＡ１５１４、住友化学株式
会社（Ｓｕｍｉｔｏｍｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．Ｌｔｄ．）のＳｕｍｉ－ｅｐｏｘｙ
　ＥＬＭ－１２０及びＥＬＭ－１００、並びに、日本化薬株式会社（Ｎｉｐｐｏｎ　Ｋａ
ｙａｋｕＣｏ．，Ｌｔｄ．）のＧＡＮ（Ｎ，Ｎ－ジグリシジルアニリン）が挙げられる。
【００６４】
　適切な熱硬化性ポリイミドは、当業者に公知である。ポリイミド樹脂は、ピロメリトイ
ミドジアンヒドリドなどのジアンヒドリドとメタフェニレンジアミン、４，４’－ジアミ
ノジフェニルエーテル、又はベンジジンなどのジアミンとの縮合によって生成されること
ができる。Ｎメチルピロリドン、トルエン、キシレン、ｍｅｔｈｙｌ　Ｃｅｌｌｏｓｏｌ
ｖｅ（商標）、又はエタノールなどの有機溶剤を必要に応じて使用して、ポリイミド樹脂
を希釈し、布地層の効果的な含浸を得ることができる。
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【００６５】
　適切なポリイミド樹脂の例は、Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｓｕｍｍｉｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｙ　Ｃｏｒｐ．（米国）のＳＫＹＢＯＮＤ（登録商標）、及び、ＤｕＰｏｎｔ社（Ｄ
ｕＰｏｎｔ　ｃｏｍｐａｎｙ）のＶＥＳＰＥＬ（登録商標）が挙げられ、市販されている
。
【００６６】
　織布（ａ）及びＵＤ布地（ｂ）は、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、及びそれらの混合
物からなる群から選択されるマトリックス樹脂を、それぞれ独立して含むことができる。
加工の容易性のために、好ましくは、織布（ａ）及びＵＤ布地（ｂ）は、同一のマトリッ
クス樹脂又は樹脂混合物を含む。
【００６７】
　同一又は異なるマトリックス樹脂又は樹脂混合物は、それらを組み合わせる前に、織布
（ａ）及びＵＤ布地（ｂ）に塗布されて、プリフォームを形成することができる。このよ
うに、織布（ａ）及びＵＤ布地（ｂ）はともに、「プリプレグ」であることができる。
【００６８】
　本明細書において使用される場合、「と含浸される」という用語は、「に包埋される」
、並びに、「で被覆される」或いは「で塗布される」と同義であり、この場合に、マトリ
ックス樹脂は、織布（ａ）及び／又はＵＤ布地（ｂ）の中に拡散され、それらの表面にの
みあるわけではない。
【００６９】
　含浸されたＵＤ繊維プライ、ＵＤ布地、及び織布を形成する技術は、当技術分野におい
て周知である。例えば、マトリックス樹脂は、溶液、エマルジョン、又は分散の形態で、
樹脂を、スプレーによって、溶融し押出成形することによって、或いは、繊維又は布地表
面に対してマトリックス樹脂溶液をロール被覆し、乾燥させることによって、塗布される
ことができる。マトリックス樹脂溶液は、所望の１つ以上のマトリックス樹脂と、それら
を溶解又は分散させることができる溶媒と、を含む。
【００７０】
　ＵＤ布地の繊維は、繊維が配置されて１つ以上のＵＤプライを形成する前又は後に、マ
トリックス樹脂で被覆されることができ、一方、典型的には、マトリックス樹脂は、製織
の後、織布の繊維に塗布される。しかしながら、本発明は、マトリックス樹脂が繊維に塗
布される段階によって、又は、マトリックス樹脂を塗布するために用いる手段によって限
定されることを意図しない。
【００７１】
　一実施形態においては、本複合材料積層体では、織布（ａ）は、織布（ａ）と樹脂の組
み合わされた重量に基づいて、２０重量％～８０重量％、又は４０重量％～６０重量％、
又は更に４０重量％～５０重量％の量の熱硬化性樹脂を含む。
【００７２】
　別の実施形態においては、本複合材料積層体では、一方向性布地（ｂ）は、一方向性布
地（ｂ）と樹脂の組み合わされた重量に基づいて、２０重量％～８０重量％、好ましくは
４０重量％～６０重量％、又は更に４０重量％～５０重量％の量の熱硬化性樹脂を含む。
【００７３】
複合材料積層体の調製
　織布（ａ）、及びＵＤ布地（ｂ）の複数の層を圧密化して複合材料積層体を形成する方
法は、周知である。
【００７４】
　典型的には、層を一体的積層体に組み合わす充分な温度と圧力の条件の下で、複合材料
積層体の上部層の縦軸に対して特定の配向角度で個々の層を互いの上に配置することによ
って、圧密化が実施される。一般的には、適切な温度、圧力、及び時間は、マトリックス
樹脂、マトリックス樹脂含有量、使用するプロセス、及び布地層の繊維のタイプに依存す
る。本発明の複合材料積層体を圧密化する適切な方法としては、オーブン硬化、オートク
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レーブ硬化、圧縮成形、樹脂トランスファー成形（ＲＴＭ）、又は真空補助トランスファ
ー成形（ＶＡＲＴＭ）が挙げられる。圧密化は、オーブン、オートクレーブ、ホットプレ
ス、樹脂トランスファー成形、又は真空補助トランスファー成形において実行されること
ができる。典型的には、圧密化は、約５０℃～約２００℃、好ましくは約９０℃～約１８
０℃、より好ましくは約１１０℃～１６０℃、最も好ましくは約１２０℃～約１４０℃の
範囲の温度、並びに、約０．０３４ＭＰａ（５ｐｓｉ）～約３４．５ＭＰａ（５０００ｐ
ｓｉ）の範囲の圧力で、約１０秒～約２４時間、好ましくは約６０秒～約２時間、行われ
ることができる。加熱の際、マトリックス樹脂が粘着又は流動可能になる可能性がある。
しかしながら、一般的には、マトリックス樹脂が溶融させられる場合、比較的小さい圧力
が、積層体を形成するために必要である一方、マトリックス樹脂は、粘着点まで加熱され
るに過ぎない場合、典型的には、より大きい圧力が必要とされる。
【００７５】
　また、本発明の複合材料積層体は、いわゆるプリプレグプロセスによって作製されるこ
とができ、このプロセスは、織布（ａ）の層及びＵＤ布地（ｂ）の多層を使用し、両方と
も、前述の方法によってマトリックス樹脂で予備含浸された。例えば、ＵＤ布地はプリプ
レグの形態で販売されることができ、この場合に、シングル－プライにおいて配置される
高弾性率のｐ－アラミド繊維は、特定の樹脂で含浸され、ペーパーバック（ｐａｐｅｒ－
ｂａｃｋｅｄ）剥離ライナーにおいて支えられ、早熟硬化を防止するために使用されるま
で、ロールにおいてフリーザーに保存される。同様にまた、織布（ａ）は、プリプレグの
形態で販売されることができ、この場合に、アラミド繊維は所望の織りパターンに織られ
、特定の樹脂で含浸され、ペーパーバック剥離ライナーにおいて支えられ、次いでロール
においてフリーザーに保存される。使用の際、織布（ａ）及びＵＤ布地（ｂ）のプリプレ
グは、フリーザーから取り除かれることができ、積層のための所望の寸法に切断されるこ
とができる。剥離ライナー又はピールプライ（ｐｅｅｌ　ｐｌｙ）は、織布（ａ）のプリ
プレグ層、次いで、ＵＤ布地（ｂ）の少なくとも１つのプリプレグ層が所望の順序及び配
向において積層される、ツール又は型に置かれる。その後、ＵＤ布地（ｂ）のいくつかの
プリプレグ層が置かれてプリフォームを得る。その後、通常、嵩を小さくするプロセス（
ｄｅｂｕｌｋｉｎｇ　ｐｒｏｃｅｓｓ）が起こり、この場合に、プリフォームを被覆する
剥離可能な封止フィルムが真空にされて、取り込まれた空気を除去する。
【００７６】
　剥離ライナーは、三層構造：紙シートである第１の層、積層されたフィルムである第２
の層、及びシリコーン油である第３の層を典型的に有する表面に被覆された剥離物質を有
する紙から作製される。適切な剥離ライナーに対して特定の限定はなく、当業者は、必要
性と費用に応じて、様々な剥離ライナーを選択することができる。
【００７７】
　本発明の複合材料積層体又は物品を形成する布地層の総数は、複合材料積層体又は物品
の所望の最終用途によって、当業者によって決定されるように変動することができる。Ｕ
Ｄ布地（ｂ）の層の数がより大きいほど、複合材料積層体のより高い曲げ弾性率（又はよ
り高い堅固な構造）になるのかどうか分からないが、確実により大きい重量及び厚さにな
る。本発明の複合材料積層体の主要な用途を考慮すると、３Ｃ（即ち、コンピューター、
通信、及び家電）製品用のハウジング又は保護カバーが挙げられ、且つ、それらのトレン
ドは、より軽く且つより薄いものであり、従って、複合材料積層体の重量及び厚さは、好
ましくはより軽く及びより薄いものである。織布（ａ）の１つの層を除いて、本発明の複
合材料積層体のＵＤ布地層（ｂ）の数は、一般的には１０以下であり、好ましくは１～５
である。従って、本発明の複合材料積層体の布地層の総数は、少なくとも２、好ましくは
２～６である。
【００７８】
　本発明の一実施形態においては、複合材料積層体は、総計で、２～１１、好ましくは２
～６の布地層を有する。
【００７９】
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　布地層の総数は、厳密に決定的であるというわけではないが、布地層の総数は、全体の
複合材料積層体の厚さを実現するのに必要であるように、選択される。一般的には、圧密
化の後の本発明の複合材料積層体は、約０．１ｍｍ～約２ｍｍ、好ましくは約０．３ｍｍ
～約１．５ｍｍ、より好ましくは約０．５ｍｍ～約１ｍｍの総厚さを有する。本発明者ら
は、約０．２ｍｍ～約０．３５ｍｍの範囲の複合材料積層体の層当たりの平均厚さを制御
することによって、優れた堅固性及び剛性を有する製品を提供することを見出した。布地
層の最適厚さは、マトリックス樹脂含有量、嵩を小さくする期間、硬化又は成形プロセス
の間に使用される温度及び圧力を調整することによって実現されることができる。
【００８０】
　オーブン硬化の場合、プリフォームは、製造業者によって推奨されるように、温度が予
め決められたサイクルによって制御される強制空気対流オーブンに置かれる。また、予熱
サイクル及び冷却サイクルが存在する。プリフォームは、硬化プロセスの間、常に真空下
にある。
【００８１】
　オートクレーブ硬化の場合、プリフォームはオートクレーブに置かれ、ここで、更なる
圧力が布地層のよりきついパッキングを得るためにオートクレーブを介して加えられるこ
と以外、オーブン硬化におけるように真空にされる。オートクレーブによって加えられた
典型的な圧力は、プリフォーム上の真空バッグによって生じたプリフォームにおける圧力
に加えて、約０．３４ＭＰａ～約１．０３ＭＰａであることができる。硬化プロセスは、
オーブン硬化と同一である。
【００８２】
　代わりに、圧密化は、適切な成形装置における熱及び圧力の下で、圧縮成形、ＲＴＭ、
又はＶＡＲＴＭなどの成形によって、実施されることができる。一般的には、成形は、約
０．３ＭＰａ～約３４．５ＭＰａ、より好ましくは約０．７ＭＰａ～約２０．７ＭＰａ、
最も好ましくは約１．０ＭＰａ～約１０．３ＭＰａの圧力で実行される。成形には、約１
０秒～約１２０分、かかることができる。好ましい成形温度は、約９０℃～約１８０℃、
より好ましくは約１１０℃～約１６０℃、最も好ましくは約１２０℃～約１４０℃の範囲
である。
【００８３】
　本発明の複合材料積層体は、一般命題として、驚くべきことに、同程度の厚さの比較用
の積層体に比べて曲げ弾性率の向上をもたらす。上記比較用の積層体は、織布（ａ）の２
つ以上の層からなる、又は中程度の弾性率のｐ－アラミド繊維から作製されるＵＤ布地（
ｂ）の複数の層を有する。
【００８４】
　封止材料、紫外線又は太陽光保護材料、及び滑り止め表面を有する複合材料積層体をも
たらす材料などの、更なる任意の材料は、複合材料積層体に適用されることができる。
【００８５】
　本発明の複合材料積層体を含む、又は、これから作製される物品は、高い構造的一体性
を有する、換言すれば、これらの物品は、重量比に対する優れた剛性、屈折又は物理的な
変形に対する高い耐性を有する。従って、本発明の物品は、最小限の構造重量が必要とさ
れる、携帯電子機器のためのハウジング又は保護カバーとして有用である。携帯電子機器
の例としては、これらに限定されるものではないが、携帯型コンピューター、タブレット
型コンピューター、携帯電話、電子書籍端末、携帯用ゲーム装置、携帯メディアプレーヤ
ー、又はディジタルカメラが挙げられる。携帯電話の例としては、これらに限定されるも
のではないが、折りたたみ型電話、スライド式携帯電話、無線電話、携帯電話、多機能電
話などが挙げられる。
【００８６】
　更なる精緻化をすることなく、前記の記述を使用して、当業者は、最大限に本発明を利
用することができると考えられる。従って、以下の実施例は、あくまで例示的なものとし
て解釈されるものであり、いかなる意味においても本開示を限定するものとして解釈して
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はならない。
【実施例】
【００８７】
　「実施例」を表す省略形「Ｅ」、及び「比較例」を表す省略形「ＣＥ」の後には、複合
材料積層体がどの例で調製されるかを示す数が続く。実施例及び比較例はすべて、同じよ
うな方法で調製し試験した。パーセンテージは、特に明記しない限り重量による。
【００８８】
材料
　織布（ａ１）：縦糸であるｂｌａｃｋ　Ｋｅｖｌａｒ（登録商標）Ｋ２９　１５００デ
ニール（１６７０ｄｔｅｘ、ＤｕＰｏｎｔから入手可能）、及び、横糸であるｇｒａｙ　
Ｔｅｃｈｎｏｒａ（登録商標）１５００デニール（１６７０ｄｔｅｘ、帝人株式会社から
入手可能）である、ポリ（ｐ－フェニレンテレフタルアミド）糸条から作製された綾織布
地。織布は、７×７エンド／ｃｍ2で作製し、含浸前の目付は、約２２５ｇ／ｍ2であった
。エポキシ樹脂で含浸した後、製織されたｐ－アラミドプリプレグ（ａ１）の目付は、約
３６８ｇ／ｍ2であり、Ｘｉｎ　Ｘｉｕ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．か
ら購入した。樹脂含有量は、製織されたｐ－アラミドプリプレグ（ａ１）の総重量の約３
９重量％であった。
【００８９】
　織布（ａ２）：縦糸と横糸用の１２００デニール（１３３４ｄｔｅｘ）、（Ｎｏｍｅｘ
（登録商標）ｗｈｉｔｅ、色、ＤｕＰｏｎｔから入手可能）のポリ（ｍ－フェニレンテレ
フタルアミド）糸条から作製された綾織布地。織布は、９×９エンド／ｃｍ2で作製され
、含浸前の目付は、約２４７ｇ／ｍ2であり、Ｃｈｏｍａｒａｔ　Ｃｏ．から購入した。
プリプレグは、ホットプレス（ＰＨＩによる製造）を用いて織布に対してＪｉａｎｇｓｕ
　Ｔｉａｎｉａｏ　Ｈｉｇｈ　Ｔｅｃｈ．Ｃｏ．から購入したエポキシ樹脂を溶融するこ
とによって調製した。含浸の第１工程では、ホットプレスにおいて８０℃まで予熱された
型穴に第１の剥離紙（Ｊｉａｎｇｓｕ　Ｔｉａｎｉａｏ　Ｈｉｇｈ　Ｔｅｃｈ．Ｃｏ．か
ら購入）を置いた。織布と樹脂の組み合わされた重量の約２５重量％の重さのエポキシ樹
脂を、第１の剥離紙に均等に広げて第１の樹脂の被覆を得、織布の１つの表面に敷設した
。第１の被覆に対して同程度の量の第２の樹脂の被覆を、第２の剥離紙に対して被覆し、
その後、織布を２つの樹脂層の間にはさむように、織布のもう一方の表面に対して置いた
。封止後、型を、ホットプレスに戻し置き、８０℃で５分間、加熱し、次いで０．５ＭＰ
ａの圧力で２分間、押圧した。型を、ホットプレスから取り出し、室温まで冷却した。両
側に剥離紙を有する含浸された織布を、型から取り除き、使用する準備ができた。樹脂含
有量は、製織されたｍ－アラミドプリプレグ（ａ２）と樹脂の組み合わされた重量の約５
２重量％であった。
【００９０】
　ＵＤ布地（ｂ１）：ＵＤ布地を、１１２．４ＧＰａの弾性率及び３０００ＭＰａ（２３
．６ｇ／デニール）の破断強度を有する、１４２２デニール（１５８０ｄｔｅｘ、Ｋｅｖ
ｌａｒ（登録商標）１Ｗ００３　Ｋ４９）の高弾性率のポリ（ｐ－フェニレンテレフタル
アミド）繊維から作製した。ＵＤ布地を、ｃｍ当たり約６エンドで作製した。ＵＤ布地の
幅は約１０２ｃｍであり、厚さは、約０．１５ｍｍであり、且つ、含浸前の目付は、約１
４０ｇ／ｍ2であった。エポキシ樹脂（Ｘｉｎ　Ｘｉｕ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏ
．，Ｌｔｄ．から入手可能）で含浸した後、ＵＤプリプレグの目付は、約２２４ｇ／ｍ2

であった。樹脂含有量は、ＵＤプリプレグ（ｂ１）の総重量の約３８重量％であり、Ｊｉ
ａｎｇｓｕ　Ｔｉａｎｉａｏ　Ｈｉｇｈ　Ｔｅｃｈ．Ｃｏ．から購入した。
【００９１】
　ＵＤ布地（ｂ２）：７０．５ＧＰａの弾性率及び２９２０ＭＰａ（２３ｇ／デニール）
の破断強度を有する、中弾性率のポリ（ｐ－フェニレンテレフタルアミド）繊維、１５０
０デニール（１６７０ｄｔｅｘ、Ｋｅｖｌａｒ（登録商標）１Ｋ２１１　Ｋ２９、ＤｕＰ
ｏｎｔから入手可能）から作製したＵＤ布地。ＵＤ布地を、ｃｍ当たり約６エンドで作製
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した。ＵＤ布地の幅は約３０ｃｍであり、厚さは、約０．１２ｍｍであり、且つ、含浸前
の目付は、約１００ｇ／ｍ2であった。ＵＤプリプレグを、支持体として剥離紙を有する
ＵＤ繊維配列に対して、Ｊｉａｎｇｓｕ　Ｔｉａｎｉａｏ　Ｈｉｇｈ　Ｔｅｃｈ．Ｃｏ．
から購入したエポキシ樹脂溶液（アセトンに溶解した約５０重量％）を被覆することによ
って調製した。被覆の後、ＵＤプリプレグを、フード内にて室温で１２時間、乾燥した。
エポキシ樹脂で含浸した後、ＵＤプリプレグ（ｂ２）の目付は、約２２０ｇ／ｍ2であり
、約０．１５ｍｍの厚さであった。樹脂含有量は、ＵＤプリプレグ（ｂ２）の総重量の約
５５重量％であった。
【００９２】
実施例１～５及び比較例１～６の複合材料積層体を作製するための一般手順
　実施例１～５及び比較例１～６の複合材料積層体を、圧縮成形法によって調製した。
【００９３】
　織布及びＵＤ布地を、２５ｃｍ×２５ｃｍの正方形に切断した。一対のステンレス鋼型
（２つの３５ｃｍ×３５ｃｍ×１．５ｃｍのステンレス鋼板からなる）を成形に用いた。
ホットプレス機（ＰＨＩによって製造）の温度を、１３０℃に設定した。型を、ホットプ
レス機において１３０℃まで予熱した。型を、ホットプレス機から取り出し開放し、初め
に剥離紙（Ｊｉａｎｇｓｕ　ＴｉａｎＮｉａｏ　ｈｉｇｈ　ｔｅｃｈ．Ｃｏ．から提供）
を型に置き、型からの硬化した積層体の最終的な除去を容易にした。その後、織布（ａ）
の層を、剥離紙に渡って敷設した。硬化した積層体において、この織布層は、複合材料積
層体における上部層となる。次いで、表２に定められたように、２－プライのＵＤ布地（
２５ｃｍ×２５ｃｍ）、或いは、１つ以上の織布又はＵＤ布地（２５ｃｍ×２５ｃｍ）の
更なる層を敷設し、様々な配向のいくつかの異なった層を有するプリフォームを得た。プ
リフォームを敷設した後、第２の剥離紙をプリフォームに渡って置き、型を閉じた。閉じ
た型をホットプレスに戻し、次いで、積層を、１．３ＭＰａの圧力にて、１３０℃で１時
間、実行した。硬化後、型を、ホットプレスから取り出し、室温まで冷却した。蓋を型か
ら取り除き、その後、第２の剥離紙を取り除いた。硬化した積層体を、型から取り除き、
第１の剥離紙を剥ぎ取った。
【００９４】
試験方法
　硬化した積層体それぞれを、レーザー裁断機（Ｈａｎ’ｓ　Ｌａｓｅｒ　Ｃｏ．，ｍｏ
ｄｅｌ：Ｐ０６０）によって５０．８ｍｍ×１２．７ｍｍの長方形を有する６つの試験片
に切断した。
【００９５】
　試料片の厚さをノギスで測定し、試料片はそれぞれ、異なる点で３回測定し、その結果
を平均して報告した。
【００９６】
　試料片の曲げ弾性率を、ＡＳＴＭ　Ｄ７９０による、２．５４ｍｍの試料スパン、２．
５ｍｍ／分のクロスヘッド速度、及び５ｋＮの荷重で、インストロン（登録商標）試験機
（Ｉｎｓｔｒｏｎ（登録商標）ｃｏｍｐａｎｙによって製造、ｍｏｄｅｌ：５５６７）を
用いて測定した。
【００９７】
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1「：」は、製織されている、又は、ＵＤである布地構造に関係なく、それぞれの布地層
を分けるために使用され、一方、「／」は、ＵＤ布地層のそれぞれのプライを分けるため
に使用される。
2織布は、「ｗ」によって表され、一方、ＵＤ布地層のそれぞれのプライの繊維配向は、
複合材料積層体の縦軸に対して、度の単位で角度の数によって表される。
【００９８】
　表２の結果から、以下の記載が明らかである。
【００９９】
　Ｅ１とＣＥ１～ＣＥ３を比較すると、同一の数の総布地層を有するが、異なる構造を有
し、Ｅ１の複合材料積層体は、組合せの個々の要素の単純な合計から予想されるものに比
べて曲げ弾性率の驚くべき向上をもたらす。同様に、Ｅ４とＣＥ５～ＣＥ６を比較すると
、同一の数の総布地層を有するが、異なる構造を有し、Ｅ４の複合材料積層体は、曲げ弾
性率の驚くべき向上をもたらす。
【０１００】
　Ｅ１とＣＥ４を比較すると、Ｅ１の複合材料積層体の優れた曲げ弾性率のデータは、Ｕ
Ｄ布地（ｂ）における高弾性率繊維を組み込むことに起因する可能性がある。
【０１０１】
　本複合材料積層体（Ｅ１～Ｅ３及びＥ４～Ｅ５）は、異なる厚さを有するそれらのそれ
ぞれの比較例から判断して、優れた曲げ弾性率をもたらすことに留意されたい。従って、
当業者は、特定用途のための本複合材料積層体における適切な数のＵＤ布地層（ｂ）を選
択することができる。
【０１０２】
　典型的な実施形態において本発明を例示し説明してきたが、本発明の思想から逸脱する
ことなく様々な修正と置換が可能であることから、本発明は以上の詳細に限定されない。
即ち、本明細書に開示した本発明の修正と等価物が日常の実験以上のものを要することな
く当業者には明かであり、すべてのかかる修正と均等物は以下の特許請求の範囲に記載の
本発明の趣旨及び範囲に属すると考えられる。
　次に、本発明の好ましい態様を示す。
１．　（ａ）上部層である織布の層と、
　（ｂ）一方向性布地の少なくとも１つの層と、
　から本質的になる複合材料積層体であって、
　前記複合材料積層体は、０．１ｍｍ～２ｍｍの総厚さを有し、
　前記織布（ａ）は、ポリ（ｐ－フェニレンテレフタルアミド）ホモポリマー、ポリ（ｐ
－フェニレンテレフタルアミド）コポリマー、ポリ（ｍ－フェニレンイソフタルアミド）
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ホモポリマー、ポリ（ｍ－フェニレンイソフタルアミド）コポリマー、ポリスルホンアミ
ドホモポリマー、ポリスルホンアミドコポリマー、及びそれらの混合物から生成される繊
維を含み、
　前記一方向性布地（ｂ）は、ポリ（ｐ－フェニレンテレフタルアミド）ホモポリマー又
はポリ（ｐ－フェニレンテレフタルアミド）コポリマーから生成される高弾性率繊維を含
み、前記繊維は、少なくとも１００ＧＰａの引張り弾性率を有し、
　前記織布（ａ）及び前記一方向性布地（ｂ）は、それぞれ独立して、エポキシ、ポリイ
ミド、及びそれらの混合物から選択される熱硬化性樹脂を含む、複合材料積層体。
２．　前記一方向性布地（ｂ）は、層当たり２つ又は３つの撚りを含み、且つ、これらの
撚りは、前記複合材料積層体の縦軸に対して、［０／９０］又は［０／９０／０］である
配向角度でそれぞれ直交に重ねられる、上記１に記載の複合材料積層体。
３．　前記熱硬化性樹脂は、フェノールグリシジルエーテル、芳香族グリシジルエーテル
、グリセロールポリグリシジルエーテル、グリシジルアミン、及び環状脂肪族からなる群
から選択されるエポキシ樹脂である、上記１に記載の複合材料積層体。
４．　織布（ａ）の目付は、３０ｇ／ｍ2～６６０ｇ／ｍ2である、上記１に記載の複合材
料積層体。
５．　前記一方向性布地（ｂ）の目付は、２０ｇ／ｍ2～６６０ｇ／ｍ2である、上記１に
記載の複合材料積層体。
６．　前記織布（ａ）は、前記織布（ａ）と樹脂の組み合わされた重量に基づいて、２０
重量％～８０重量％の量の熱硬化性樹脂で含浸される、上記１に記載の複合材料積層体。
７．　前記一方向性布地（ｂ）は、前記一方向性布地（ｂ）と樹脂の組み合わされた重量
に基づいて、２０重量％～８０重量％の量の熱硬化性樹脂で含浸される、上記１に記載の
複合材料積層体。
８．　携帯電子機器のためのハウジング又は保護カバーである、上記１に記載の複合材料
積層体を含む物品。
９．　前記携帯電子機器は、携帯型コンピューター、タブレット型コンピューター、携帯
電話、電子書籍端末、携帯用ゲーム装置、携帯メディアプレーヤー、又はディジタルカメ
ラである、上記８に記載の物品。
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